
水道料金改定の変遷（平成 17 年 3月以降） 
 

年 月 内 容 

平成１７年 ３月 

 

新出雲市発足 

・旧市町の料金体系のまま、合併後２年で統一料金とする 

平成１７年 ９月 

 

水道料金等審議会 諮問 

～～審議会開催 １１回（答申含む）～～ 

平成１８年 ６月 

 

水道料金等審議会 答申 

・平成１９年４月からの改定 

平成１８年 ９月 条例改正議決 

平成１９年 ４月 

 

料金改定 

・地域ごとに異なっていた水道料金を統一 

・「用途別料金体系」を「口径別料金体系」に変更 

平成２１年１２月 

 

水道料金等審議会 諮問 

  ～～審議会開催 ７回（答申含む）～～ 

平成２２年 ６月 

 

 

水道料金等審議会 答申 

・平成２３年４月からの改定 

・平均９．６８％の改定 

平成２２年 ９月 

 

条例改正議決 

・平成２４年４月からの改定（１年間先送り） 

平成２４年 ４月 料金改定 

平成２６年 ４月 料金改定 

・消費税５％⇒８％にともなう改定 

平成２９年１１月 水道料金等審議会 諮問 

 

 

水道料金の仕組み 

 

 

水道料金の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

※1．基本料金・・・使用水量の有無にかかわらず水道の口径や用途に応じて、水道使用

者に負担していただく料金 

※2．従量料金・・・使用水量に応じて、水道使用者に負担してもらう料金 

資料５ 


